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生
活
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

都
道
府
県
や
政
令
市
、
各
地
方
労
働
局
は
半
年
に
一
度
「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
実
施
状
況
報
告
書
」
を
厚
生

労
働
省
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
質
問
す
る
。

一

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
生
活
保
護
を
廃
止
さ
れ
た
者
は
何
人
い
る
の
か
。

二

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
実
施
状
況
報
告
書
」
に
あ
る
「
保
護
費
削
減
効
果
額
」
と
は
何
か
。

三

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
者
は
、
平
均
ど
れ
だ
け
の
収
入
を
得
て
い
る
の
か
。

四

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
「
事
業
打
ち
切
り
」
を
行
っ
た
総
数
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
「
事

業
打
ち
切
り
」
を
行
う
理
由
は
何
か
。

五

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
「
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
」
を
行
っ
た
総
数
は
い
く
ら
か
。

六

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
公
共
職
業
訓
練
を
実
施
し
た
総
数
は
い
く
ら
か
。

七

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
の
支
援
を
受
け
て
、
就
職
し
た
者
の
離
職
率
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
。

八

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
一
度
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
後
、
再
度
事
業
に
よ
る
支
援
を

一



受
け
た
者
は
何
人
い
る
の
か
。

九

最
低
生
活
費
を
上
回
る
収
入
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
本
人
が
生
活
保
護
の
辞
退
届
を
提
出
し
た
の
で
、
生
活
保
護

廃
止
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
の
件
数
は
何
件
か
。

十

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
「
保
護
費
削
減
効
果
額
」
は
ど
の
程
度
に
な
る
と
政
府
は
考
え
て

い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


